
10 埋 葬



10 埋 葬 （内閣府告示 第10条）

一 般 基 準 備 考

対象者
災害の際死亡した者を対象に、実際に
埋葬を実施する者に支給

費用の限度
額

１体当たり

大人（12歳以上）：232,200円以内

小人（12歳未満）：185,700円以内

被災市町村の火葬場が被災で
使用できない等で他の市町村
に運ぶ必要がある等の特殊な
事情がある場合に限る

救助期間 災害発生の日から10日以内

対象経費
①棺（付属品を含む）
②埋葬又は火葬（賃金職員雇上費を含む）
③骨壺及び骨箱

※ 下線部は特別基準の設定が可能なもの。



主 な 留 意 事 項

○ 法による埋葬は、遺体が発見された後は速やかに遺族等の関係者に
遺体を引き渡すのが原則であり、遺族がいないか、遺族がいても災害
による混乱期等のため、その遺族が埋葬を行うことが困難な場合に実
施するものであり、遺族が埋葬を執り行える状況にもかかわらず一律
に行政で葬儀代を出すような見舞制度ではない。

○ 法による埋葬は、災害の混乱期のため埋葬ができないときに行うも
のであるから、その死因及び場所の如何は問われず、直接災害のため
傷病を受け亡くなった者に限らず病気等でたまたま亡くなった者も対
象となり得るし、災害発生以前に死亡した者であっても埋葬が行われ
ていない遺体は同様に取り扱って差し支えない。

○ 死亡の原因が犯罪等によるとの疑いがある変死体については、ただ
ちに警察署に届けることとし、法による埋葬は行わないこと。なお、
警察当局から所要の措置を経た後に引き渡された場合は、法による埋
葬を行っても差し支えない。
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